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減額 （予算
総額 ）557億5,241万4,000円

行政の行政の

今を 見 る見 る │業│ │設

　議案第151号は、羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター、羽茂ゲートボール場及び小
木Ｂ＆Ｇ海洋センターについて、その指定管理者として、一般財団法人佐
渡市スポーツ振興財団を指定することについて議会の議決を求める内容で
ありましたが、賛成少数で否決されました。

3 平成26年度から新設する「戦略官」に
対する報酬の額を認めました

　観光及び広報に関する諸課題の解決を図るため、それらの専門的知識を
有する外部人材を非常勤の特別職の職員として任用する「戦略官」に対す
る報酬の額(日額５万円)を認めました。
　なお、総務文教常任委員会が、次のとおり意見を付けました。
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更に３年間、指定管理者によ
る運営が継続となる佐渡海
洋深層水分水施設、赤泊漁業
体験宿泊施設サンライズ城
が浜及び赤泊温泉保養セン
ターあかどまり城が浜温泉」
の状況を調査しました。

戦略官の任用にあたっては、費用対効果を求める。
意 見

4 現在閉館中の佐渡博物館を４月から市立博物館
として再開することについて認めました

　財団法人佐渡博物館の解散に伴い平成25年11月末日から閉館している佐渡博物館につい
て、平成26年４月１日から改めて市立博物館として開館することなどを認めました。

産 建

常任委員会
島内現地調査

佐渡海洋深層水分水施設

羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター、羽茂ゲートボール場及び小木Ｂ
＆Ｇ海洋センターに係る指定管理者の指定（議案第151
号）について否決しました



一般会計予算から2億1,354万8,000円を
 第5回（12月）定例会 平成25年12月6日～25日開催
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1 公の施設に係る指定管理者の指定に関する８議
案について可決しました

◆定例会の主な審議事項

　公の施設に係る指定管理者を次のとおり指定し、平成26年４月１日から平成29年３月
31日までの間、管理運営を行わせることについて認めました。
　なお、各常任委員会が付けた意見は、次のとおりです。

施設名（議案番号） 指定管理者 所管委員会が付した意見

心身障がい者福祉セン
ター（議案第143号）

特定非営利活動法人佐
渡・島福祉サポート21

精神障がい者福祉セン
ター（議案第144号）

社会福祉法人とき福
祉会

さわたコミュニティセンター
ビューさわた、佐和田大佐
渡交流活性化センター
（議案第145号）

指定管理期間終了後における市財政負担の軽減を
考慮しつつ、現状の雇用の確保にも配慮し、サービス
向上による利用者の利便性向上を図るよう施設のあ
り方及び運営方法について、さらに検討されたい。

なし

なし

なし

なし

株式会社共立メンテ
ナンス

佐渡海洋深層水分水
施設
（議案第146号）

今後、海洋深層水利用者の掘り起こし、事業収入の
売上げ増加目標を立てて取組む必要があると思料す
る。本委員会で前回指摘したことが履行されていな
い。さらなる指定管理料の減額に向けて、経営努力
を行うよう管理、指導していくこと。

新潟県佐渡海洋深
層水株式会社

赤泊農林漁業体験宿泊
施設サンライズ城が浜、
赤泊温泉保養センター
あかどまり城が浜温泉
（議案第147号）

南部地区に宿泊施設が少ない現状から、経営努力す
ることにより指定管理料なしで経営ができる施設と
思料する。安定的な経営を行うため、引き続き経営努
力を行うよう管理、指導していくこと。

一般財団法人赤泊
振興公社

勤労青少年ホーム、両
津運動広場、両津野球
場、両津テニスコート、
両津農村広場
（議案第148号）

委員会審査において、両津テニスコート及び両津農
村広場については、使用実績が年間数十時間程度に
過ぎないことを確認した。よって、使用実態に応じた
管理運営方法について検討されたい。

有限会社麻布組

両津総合体育館（議案
第149号）

佐渡スポーツハウス、佐
渡市陸上競技場及び真
野運動広場（議案第
150号）

一般財団法人佐渡
市スポーツ振興財団

一般財団法人佐渡
市スポーツ振興財団






